
 （県立学校人事課） 

件  名  

埼玉県立中学校管理規則の一部を改正する規則について 

 

提案理由  

 県立中学校の生徒定員の変更をするため、埼玉県立中学校管理規則の一部を別

紙のとおり改正したいので、審議願います。 

 

概  要  

１ 現行規則の内容 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３３条の規定に基づいて、埼玉

県立中学校の基本的事項について定めるもの 

 

２ 改正の内容 

  生徒定員２４０人から、生徒定員２１０人に改正する。 

 

３ 施行期日 

  令和９年４月１日 

第６０号議案 
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  ただし、令和１１年３月３１日まで経過措置を行う。 
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埼玉県立中学校管理規則の一部を改正する規則の概要

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する
法律が、令和８年３月３１日に公布され、令和８年４月１日から施行された。

これにより、公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級に係る１学級の生徒の数の標
準が４０人から３５人に引き下げられた。

このことを踏まえ、県立中学校の１学級の生徒の数を４０人から３５人に引き下げ、生徒定
員の変更を行う。

１ 改正内容１ 改正内容

令和９年４月１日から施行する。
ただし、令和11年３月３１日まで経過措置を行う。

２ 施行期日２ 施行期日

改正の内容改正の内容

埼玉県立伊奈学園中学校の生徒定員を２４０人から、２１０人に変更する。

１年 ２年 ３年 計

70 70 70 210
生徒
定員

１年 ２年 ３年 計

80 80 80 240
生徒
定員

改正の理由改正の理由
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 埼玉県立中学校管理規則の一部を改正する規則 新旧対照表                              （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

埼玉県立中学校管理規則 埼玉県立中学校管理規則 

  

第一条 （略） 第一条 （略） 

  

（名称等） （名称等） 

第二条 中学校の名称、男・女・共学の別及び生徒定員は次のとおりとする。 第二条 中学校の名称、男・女・共学の別及び生徒定員は次のとおりとする。 

 
名    称 

男・女・

共学の別 

生 徒 定 員   
名    称 

男・女・

共学の別 

生 徒 定 員  

 一年 二年 三年 計   一年 二年 三年 計  

 埼玉県立伊奈学園 

中学校 
共 七〇 七〇 七〇 二一〇 

  埼玉県立伊奈学園 

中学校 
共 八〇 八〇 八〇 二四〇 

 

  

第三条～第十九条 （略） 第三条～第十九条 （略） 
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